
 

【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年10月31日

【会社名】 アクセルマーク株式会社

【英訳名】 AXEL MARK INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　松川 裕史

【本店の所在の場所】 東京都中野区本町一丁目32番２号

【電話番号】 03-5354-3351

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長　　村上　嘉浩

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区本町一丁目32番２号

【電話番号】 03-5354-3351

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長　　村上　嘉浩

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券

(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】 (第29回新株予約権)  
その他の者に対する割当 4,807,790円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額

 870,209,990円

(注)　行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払
込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産
の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。ま
た、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合
及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株
予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額の合計額を合算した金額は減少します。

(第30回新株予約権)  
その他の者に対する割当 1,596,870円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額

 341,294,670円

(注)　行使価額が調整された場合には、新株予約権の払込金額の
総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
合計額を合算した金額は増加又は減少します。また、新株
予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社
が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の
払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額の合計額を合算した金額は減少します。

 

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

当社は、2024年10月24日に提出した有価証券届出書について、記載事項の一部に誤記がありましたので、記載事項

の誤記を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。また、同届出書の添付資料である

取締役会議事録の別紙１に不備がありましたので、当該添付資料の一部を訂正し差し替えるため、有価証券届出書の

訂正届出書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

　第１　募集要項

　　１　新規発行新株予約権証券(第29回新株予約権証券)

　　 　(2)新株予約権の内容等

　第３　第三者割当の場合の特記事項

　　５　第三者割当後の大株主の状況

第三部　追完情報

　　１．事業等のリスクについて

　　２．臨時報告書の提出について

 
（添付書類の差替え）

添付書類（取締役会議事録）について、「別紙１　アクセルマーク株式会社　第29回新株予約権（行使価額修

正条項付）　発行要項」の記載内容に訂正すべき事項がありましたので、訂正後の取締役会議事録に差し替えま

す。

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しております。

取締役会議事録は差し替え後の添付資料をご参照ください。
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権証券(第29回新株予約権証券)】

（訂正前）

(2) 【新株予約権の内容等】

　　　（前略）

当該行使価額修正条項付新株予約権
付社債券等の特質

８　なお、当社は、割当予定先との間で、本修正型新株予約権の募集に関
する金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、下記の内容を含
む、本修正型新株予約権買取契約を締結する予定である。

(1) 制限超過行使の禁止
①　当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項

及び同規程施行規則第436条第１項乃至第５項の定め、並びに日本
証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」
に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置
を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を割
当予定先に行わせない。

②　割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使
に該当することとなるような本修正型新株予約権の行使を行わな
いことに同意し、本修正型新株予約権の行使にあたっては、あら
かじめ当社に対し、本修正型新株予約権の行使が制限超過行使に
該当しないかについて確認を行う。

③　割当予定先は、本修正型新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ
譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る制限
の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡
する場合にも当社に対して同様の内容を約束させる。

(2) 当社による行使停止
当社は、割当予定先に本新株予約権買取契約所定の手続に従い通知を
行うことにより、いつでも割当予定先による本修正型新株予約権の行
使を停止することができ(但し、割当予定先が当社普通株式の売却につ
き既に売却先との間で約定している場合の当該当社普通株式に対応す
る本修正型新株予約権の行使を除く。)、また、行使停止の効力の発生
後に、当社は、割当予定先に本新株予約権買取契約所定の手続に従い
通知を行うことにより、いつでも割当予定先による本修正型新株予約
権の行使の再開を許可することができる。なお、本修正型新株予約権
の行使の停止又は行使の再開がなされる都度、当社は東京証券取引所
においてその旨の適時開示をする予定である。

(3) 行使期間の末日における本修正型新株予約権の買取り
当社は、行使期間の末日において、本修正型新株予約権１個当たりそ
の発行価格と同額で割当予定先の保有する残存する本修正型新株予約
権を買い取る。

(4) 当社普通株式の市場売却の原則禁止
割当予定先は、「(6) 本新株予約権買取契約の解除に伴う本修正型新
株予約権の買取り」記載の割当予定先による解除権が発生している場
合を除き、本修正型新株予約権の行使により交付される当社普通株式
につき当社の事前の書面による承諾を受けることなく取引所金融商品
市場において売却することができない。なお、本修正型新株予約権の
行使により交付される当社普通株式の取引所金融商品市場における売
却を承諾する都度、当社は東京証券取引所においてその旨の適時開示
をする予定である。

(5) 割当予定先による当社普通株式の海外機関投資家への売却の意向
割当予定先は、本修正型新株予約権の行使により交付される当社普通
株式を原則として、割当予定先又はその関連会社が、その投資に係る
意思決定機関が日本国外にある機関投資家(以下「海外機関投資家」と
いいます。)であると合理的に認識している海外機関投資家に対して市
場外で売却していく意向を有している。この点に関して、割当予定先
は、かかる意向を有していることを本新株予約権買取契約にて表明す
る。
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(6) 本新株予約権買取契約の解除に伴う本修正型新株予約権の買取り
割当予定先は、割当予定先によって一定の事由の発生により本新株予
約権買取契約が解除された場合、当社に対して、その保有する本修正
型新株予約権の全部を取得するよう請求することができ、当社は、か
かる請求を受けた場合、速やかに本修正型新株予約権１個当たりその
発行価格と同額で本修正型新株予約権を取得する。当該解除権の発生
原因となる事由は、①本修正型新株予約権に係る払込金額の払込み以
降、本修正型新株予約権の全部又は一部が残存している間に、発行会
社に、(ⅰ)支払の停止、破産手続開始等、(ⅱ)手形交換所の取引停止
処分、(ⅲ)本新株予約権買取契約又は発行会社と割当予定先との間の
取引に関し重大な違反があったこと、のいずれかの事由が発生したこ
と、並びに、②本修正型新株予約権に係る払込金額の払込み以降、本
修正型新株予約権の全部又は一部が残存している間に、(ⅰ)本新株予
約権買取契約に定める表明及び保証(反社会的勢力に係るものを除
く。)に虚偽があること、(ⅱ)本新株予約権買取契約に定める誓約事項
に違反したこと、(ⅲ)本新株予約権買取契約に定める表明及び保証(反
社会的勢力に係るもの)に虚偽があるか若しくは真実に反する合理的な
疑いがあること又は重大な悪影響を与えるような変更が生じたこと若
しくは変更が生じた合理的な疑いがあること、(ⅳ)本修正型新株予約
権の行使に重大な悪影響を与える国内外の金融、為替、政治又は経済
上の変動が生じ又は生じるおそれがあること、(v)当社及びその企業集
団内の各会社が当社の株主から紛争（法的手続を含むがこれに限定さ
れない。）の具体的なおそれを示す意思表明に係る通知を受領したこ
と(vi)東証が、当社の株式につき、（イ）監理銘柄または上場廃止銘
柄に指定すること、（ロ）東証において売買停止とすること、（ハ）
取引制限（一時的な取引制限を含む）を課すことのいずれかの措置を
行い又は行う可能性があること、（vii）不可抗力により本新株予約権
買取契約が履行不能又は履行困難となる事態が生じ又は生じるおそれ
があること、のいずれかの事由が発生し、又は合理的に発生する可能
性があると割当予定先が合理的に判断したことである。

 

　　　(後略)
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（訂正後）

(2) 【新株予約権の内容等】

　　　(前略)

当該行使価額修正条項付新株予約権
付社債券等の特質

８　なお、当社は、割当予定先との間で、本修正型新株予約権の募集に関
する金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、下記の内容を含
む、本修正型新株予約権買取契約を締結する予定である。

(1) 制限超過行使の禁止
①　当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項

及び同規程施行規則第436条第１項乃至第５項の定め、並びに日本
証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」
に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置
を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を割
当予定先に行わせない。

②　割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使
に該当することとなるような本修正型新株予約権の行使を行わな
いことに同意し、本修正型新株予約権の行使にあたっては、あら
かじめ当社に対し、本修正型新株予約権の行使が制限超過行使に
該当しないかについて確認を行う。

③　割当予定先は、本修正型新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ
譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る制限
の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡
する場合にも当社に対して同様の内容を約束させる。

(2) 当社による行使停止
当社は、割当予定先に本新株予約権買取契約所定の手続に従い通知を
行うことにより、いつでも割当予定先による本修正型新株予約権の行
使を停止することができ(但し、割当予定先が当社普通株式の売却につ
き既に売却先との間で約定している場合の当該当社普通株式に対応す
る本修正型新株予約権の行使を除く。)、また、行使停止の効力の発生
後に、当社は、割当予定先に本新株予約権買取契約所定の手続に従い
通知を行うことにより、いつでも割当予定先による本修正型新株予約
権の行使の再開を許可することができる。なお、本修正型新株予約権
の行使の停止又は行使の再開がなされる都度、当社は東京証券取引所
においてその旨の適時開示をする予定である。

(3) 行使期間の末日における本修正型新株予約権の買取り
当社は、行使期間の末日において、本修正型新株予約権１個当たりそ
の発行価格と同額で割当予定先の保有する残存する本修正型新株予約
権を買い取る。

(4) 当社普通株式の市場売却の原則禁止
割当予定先は、「(6) 本新株予約権買取契約の解除に伴う本修正型新
株予約権の買取り」記載の割当予定先による解除権が発生している場
合を除き、本修正型新株予約権の行使により交付される当社普通株式
につき当社の事前の書面による承諾を受けることなく取引所金融商品
市場において売却することができない。なお、本修正型新株予約権の
行使により交付される当社普通株式の取引所金融商品市場における売
却を承諾する都度、当社は東京証券取引所においてその旨の適時開示
をする予定である。

(5) 割当予定先による当社普通株式の海外機関投資家への売却の意向
割当予定先は、本修正型新株予約権の行使により交付される当社普通
株式を原則として、割当予定先又はその関連会社が、その投資に係る
意思決定機関が日本国外にある機関投資家(以下「海外機関投資家」と
いいます。)であると合理的に認識している海外機関投資家に対して市
場外で売却していく意向を有している。この点に関して、割当予定先
は、かかる意向を有していることを本新株予約権買取契約にて表明す
る。
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(6) 本新株予約権買取契約の解除に伴う本修正型新株予約権の買取り
割当予定先は、割当予定先によって一定の事由の発生により本新株予
約権買取契約が解除された場合、当社に対して、その保有する本修正
型新株予約権の全部を取得するよう請求することができ、当社は、か
かる請求を受けた場合、速やかに本修正型新株予約権１個当たりその
発行価格と同額で本修正型新株予約権を取得する。当該解除権の発生
原因となる事由は、①本修正型新株予約権に係る払込金額の払込み以
降、本修正型新株予約権の全部又は一部が残存している間に、発行会
社に、(ⅰ)支払の停止、破産手続開始等、(ⅱ)手形交換所の取引停止
処分、(ⅲ)本新株予約権買取契約又は発行会社と割当予定先との間の
取引に関し重大な違反があったこと、のいずれかの事由が発生したこ
と、並びに、②本修正型新株予約権に係る払込金額の払込み以降、本
修正型新株予約権の全部又は一部が残存している間に、(ⅰ)本新株予
約権買取契約に定める表明及び保証(反社会的勢力に係るものを除
く。)に虚偽があること、(ⅱ)本新株予約権買取契約に定める誓約事項
に違反したこと、(ⅲ)本新株予約権買取契約に定める表明及び保証(反
社会的勢力に係るもの)に虚偽があるか若しくは真実に反する合理的な
疑いがあること又は悪影響を与えるような変更が生じたこと若しくは
変更が生じた合理的な疑いがあること、(ⅳ)本修正型新株予約権の行
使に悪影響を与える国内外の金融、為替、政治又は経済上の変動が生
じ又は生じるおそれがあること、(v)当社及びその企業集団内の各会社
が当社の株主から紛争（法的手続を含むがこれに限定されない。）の
具体的なおそれを示す意思表明に係る通知を受領したこと(vi)東証
が、当社の株式につき、（イ）監理銘柄または上場廃止銘柄に指定す
ること、（ロ）東証において売買停止とすること、（ハ）取引制限
（一時的な取引制限を含む）を課すことのいずれかの措置を行い又は
行う可能性があること、（vii）不可抗力により本新株予約権買取契約
が履行不能又は履行困難となる事態が生じ又は生じるおそれがあるこ
と、のいずれかの事由が発生し、又は合理的に発生する可能性がある
と割当予定先が判断したことである。

 

　　　(後略)
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

（訂正前）

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

(％)

割当後の
所有株式数

(株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合(％)

G Future Fund1号投資
事業有限責任組合

東京都中央区八重洲１丁目４番
16号

- - 1,451,700 12.00

ウ ィ ズ AIoT エ ボ
リューション ファン
ド投資事業有限責任組
合

東京都港区愛宕２丁目５番１号 1,275,200 11.98 1,275,200 10.54

THE ケンコウ FUTURE
投資事業有限責任組合

東京都港区愛宕２丁目５番１号 416,900 3.92 416,900 3.45

楽天証券株式会社
東京都港区南青山２丁目６番21
号

235,200 2.21 235,200 1.94

株式会社SBI証券 東京都港区１丁目６番１号 225,000 2.11 225,000 1.86

佐藤　文則 東京都世田谷区 182,500 1.71 182,500 1.51

尾下　順治 東京都武蔵野市 165,300 1.55 165,300 1.37

五味　大輔 長野県松本市 154,500 1.45 154,500 1.28

黒木　紀光 大阪府大阪市北区 140,000 1.32 140,000 1.16

喜多川　大 神奈川県小田原市 140,000 1.32 140,000 1.16

水上　広志 愛知県名古屋市名東区 134,900 1.27 134,900 1.12

計 ― 3,069,500 28.84 4,521,200 37.38
 

(注) １．「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」につきましては、2024年９月30日現在の株

主名簿に基づき記載しております。

２．「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、

小数点以下第３位を切り捨てております。

３．「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、

「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に、本新株予約権が全て行使された

場合に交付される株式数に係る議決権の数を加えた数で除して算出しております。

４．Cantor Fitzgerald Europe及びG Future Fund１号投資事業有限責任組合の「割当後の所有株式数」は、

「所有株式数」に記載した株式数に、本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式の数を加算した

数を記載しています。

５．Cantor Fitzgerald Europeは、上記「１　割当予定先の状況　ｅ．株券等の保有方針及び行使制限措置」に

記載のとおり、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を長期間保有する意思を有しておりませ

ん。
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（訂正後）

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

(％)

割当後の
所有株式数

(株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合(％)

Cantor Fitzgerald
Europe

5, Churchill Place, Canary
Wharf, London, United
Kingdom E14 5HU

- - 8,848,300 42.25

G Future Fund1号投資
事業有限責任組合

東京都中央区八重洲１丁目４番
16号

- - 1,451,700 6.93

ウ ィ ズ AIoT エ ボ
リューション ファン
ド投資事業有限責任組
合

東京都港区愛宕２丁目５番１号 1,275,200 11.98 1,275,200 6.09

THE ケンコウ FUTURE
投資事業有限責任組合

東京都港区愛宕２丁目５番１号 416,900 3.92 416,900 1.99

楽天証券株式会社
東京都港区南青山２丁目６番21
号

235,200 2.21 235,200 1.12

株式会社SBI証券 東京都港区１丁目６番１号 225,000 2.11 225,000 1.07

佐藤　文則 東京都世田谷区 182,500 1.71 182,500 0.87

尾下　順治 東京都武蔵野市 165,300 1.55 165,300 0.79

五味　大輔 長野県松本市 154,500 1.45 154,500 0.74

黒木　紀光 大阪府大阪市北区 140,000 1.32 140,000 0.67

喜多川　大 神奈川県小田原市 140,000 1.32 140,000 0.67

水上　広志 愛知県名古屋市名東区 134,900 1.27 134,900 0.64

計 ― 3,069,500 28.84 13,369,500 63.84
 

(注) １．「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」につきましては、2024年９月30日現在の株

主名簿に基づき記載しております。

２．「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、

小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。

３．「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、

「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に、本新株予約権が全て行使された

場合に交付される株式数に係る議決権の数を加えた数で除して算出しております。

４．Cantor Fitzgerald Europe及びG Future Fund１号投資事業有限責任組合の「割当後の所有株式数」は、

「所有株式数」に記載した株式数に、本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式の数を加算した

数を記載しています。

５．Cantor Fitzgerald Europeは、上記「１　割当予定先の状況　ｅ．株券等の保有方針及び行使制限措置」に

記載のとおり、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を長期間保有する意思を有しておりませ

ん。
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第三部 【追完情報】

 
１．事業等のリスクについて

（訂正前）

下記「第四部　組込情報」の有価証券報告書(第31期)及び四半期報告書(第32期第２四半期)(以下「有価証券報告書

等」といいます。)に記載された事業等のリスクについて、当該有価証券報告書等提出日以後本有価証券届出書提出日

までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の

必要はないものと判断しております。

 
（訂正後）

下記「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第31期）及び四半期報告書（第32期第２四半期）（以下「有価証券

報告書等」といいます。）に記載された事業等のリスクについて、当該有価証券報告書等提出日（2023年12月22日）

以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2024年10月31日）までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2024

年10月31日）現在において変更の必要はないものと判断しております。

 
２．臨時報告書の提出について

（訂正前）

組込書類である第31期有価証券報告書の提出日(2023年12月22日)以降、本有価証券届出書提出日までの間におい

て、下記の臨時報告書を提出しております。

 
（訂正後）

組込書類である第31期有価証券報告書の提出日（2023年12月22日）以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日

（2024年10月31日）までの間において、下記の臨時報告書を提出しております。
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